
 
洋上風力発電におけるモニタリング等に関する検討会 開催要綱 

令和６年７月 

１．目的 

「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について（一次答申）」（令和６年３月 中央環境審議会）にお

いて、洋上風力発電事業の環境影響に係る不確実性に対応する観点から、事業者の事業実施や継続に係る予見

可能性を確保しつつ、工事中及び稼働中における実際の環境影響を把握するためのモニタリングを実施するこ

とが重要であるとされた。さらに、モニタリングの実施によって環境影響に係る科学的知見の充実を図ること

で、我が国全体での洋上風力発電事業の環境負荷の低減と、事業実施の際に必要となる環境保全措置の最適化

を図り、将来的により環境に配慮した洋上風力発電事業の推進に資することが期待されるとされた。 

これを実効的なものとするため、本検討会では、事業者の予見可能性の確保の観点を踏まえ、海外の動向や

最新の科学的知見を基に、国と事業者の役割分担を含めたモニタリングの内容、環境配慮の確保に向けたモニ

タリング結果の活用方法等について整理し、ガイドラインの具体的な内容を検討することを目的とする。 

 

２．検討会の運営 

（１）検討会は、洋上風力発電に係る環境アセスメント等に関する知見を有する有識者を委員として構成する。 

（２）検討会には座長を置き、座長は委員の互選により定める。座長は検討会の会務を総理する。 

（３）検討会において特別な事項を検討する必要がある場合には、必要に応じて学識経験者等、検討事項に関連

ある者を説明員又はオブザーバーとして出席させることができる。 

（４）検討会の事務は、経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課及び環境省大臣官房環境影響評

価課において処理する。なお、検討会を円滑に運営するため、必要に応じ、事務運営の一部を外部機関に行

わせることができる。 

 

３．期間 

令和６年７月から令和７年３月までとする。 

 

４．検討会の公開等 

（１）検討会は原則として公開とする。検討会の公開に当たり、検討会の円滑かつ静穏な進行を確保する観点か

ら、インターネットを介した配信、入室人数の制限その他必要な措置をとることができるものとする。 

（２）検討会における配付資料は、原則として検討会終了前に公開するものとする。ただし、公開することによ

り、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料又は特定の者に不当な利益若しくは不利益

をもたらすおそれのある資料は「委員限り」である旨明記し、非公開とすることができるものとする。 

（３）議事録は、検討会終了後に原則として公開するものとする。なお、議事録の公開に当たっては、検討会に

出席した委員の了解を得るものとする。 

（４）上記（１）及び（３）の規定にかかわらず、特段の理由により検討会及び議事録を非公開とする場合には、

その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。 

（５）上記（１）、（３）及び（４）の規定にかかわらず、検討会、議事録又は議事要旨の公開により当事者若し

くは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事要旨の

全部又は一部を非公開とすることができるものとする。 

 

５．その他 

上記に規定するもののほか、検討会の運営に関する必要な事項は座長が定めることができるものとする。 

以上 
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